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特別養子を中心とした養子制度の在 方に関す 研究会 第 回議事要旨  
第  日時    成 日 火  時 時   
第  場所    公益社団法人商 法務研究会会議室  
第  出席者  長   大村敦志  委員   岩﨑美 子 大島淳司 金子敬明 木村敦子 久保 恵美子  

杉山悦子 棚村政行 浜 真樹 藤林武   法務省  笹井朋昭 倉 龍輔 秋 純  厚労省  成松英範 佐々木淳也 岡大蔵  最高裁  石井芳明 草 克也  
第  議事概要   本研究会 検討 項 い     研究会資料 載 い 加え 検討 考え 論点 あ 場合

各委員等 い 務局 提出 。    養親 者 齢 民法第 条 関係 及び養子 者 齢 民法第

条 関係 い  
養親 者 齢 民法第 条 関係 及び養子 者 齢 民法第

条 関係 い ッ ョン方式 議論 行 。委員等 発

言要 以 あ 。 
○ 齢要件 緩和 いう考え 立 場合 う 例 念頭 置い 議論

い 。 点 原則要件 例外要件 緩和 いう議論
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実務 い う 例 あ 教え い い。   齢要件 引 特 養子縁組制 創設当初 前提 い 理

念型 大 変化 あ 得 う 変化 許容 民

法 研究者 方 意見 伺い い。 
○ 研究会資料 頁 行目 特 養子縁組 適用対象 現行法 念

頭 置い い 類型 載 あ う ベ 類型 考え い 。

歳以 子 いう類型 あ あ う 異 藁 養子

児童虐待 い 区 あ う 思う。 
○ 現行法 幼少 頃 育 育 いう養育体験 親 子 共

擬似的 実親子関係 形成 い いう類型 念頭 置い い 考

え い 。 
○ 特 養子縁組制 藁 養子 いう一 類型 念頭 置い

異 児童虐待類型 い 使え う 特 養子縁組 制 趣 変え

いう方向 現在議論 い 思 い 。 類型 同

う 扱う 性質 遊う 一緒 扱 う い う 思わ 疑問 あ 。

児童虐待 特 養子縁組 活用 い 場合 機能面 着目

制 目指 い 像 明確化 あ 。   齢要件 大 大 あ 賛成 原則 歳未満 要件 維持

例外要件 引 案 賛成 いう 立場 あ 。 
○ 民間 あ 団体 扱う 幼少 乳児 頃 養育 主流 あ

児童相談所 あ 齢 少 高 い 。厚労省 調

査 齢要件 い ％存在 親 児童養護

施設 い 歳以 要保護児童 人い 。 特 養子縁組 成立

例 う 成立時 児童 齢 歳以 あ 児童相談所 ％ 民間

あ 機関 ％存在 。 う 児童相談所 扱う 齢

存在 いう 現状 あ 。   比較法的 調査結 報告 養子 歳

歳 ％ 占 あ 。 断絶養子 制
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存在 成 養子 認 い国 あ 要保護児童 人 う ％ 養子

縁組 結び い い い。養子縁組 支援 養親子 結び 方法 検討 い

状況 あ 。   日本 場合 齢要件 緩和 必要 あ 考え い 。例外要件 緩和

いう 現在 実情 適用範 狭い う 感 。 齢 原則

要件 歳未満 引 考え 制 設計 い 様々 問題

生 。。 民法 歳 一応自 自身 断 齢 い 齢

要件 緩和 本人 意思確認 同意 要件 う 問題

い部 あ 。仮 例外要件 緩和 場合 歳 引 い

養子 身 関係 期 確定 いう 応え い可能性 あ

強い 齢 線引 あ 歳程 いう 現段階 考え あ 。 
○ 断絶養子 制 い 養子 以 選択肢

い いう 。 
○ 日本 制 縛 あ 特 養子縁組 使う 問題 あ

実 支援 十 あ 点 問題 い 。特 長

愛着形成 専門 親 いう形 支援 必要 あ 支え 体制 社会

的 い。   齢要件 議論 具体的 支援策 充実

前提 。 制 齢要件 あ 養子 い いう 態 対

応 い う少 検討 必要 あ 。 
○ 齢要件 緩和 場合 皿 サ 点 問題 生 い う

う 対処 う 問題 生 い う何 要件

考え い い い。 
○ 一般論 未婚 母 対 差 視 減 結 赤 坊

養子 出 減 齢 高い子 養子 増え いう傾向 あ 。   要保護児童 養子縁組 結び いう点 い 虐待

児童 う 要保護児童 対処 養子縁組 行う 一番極端 選択肢 あ 。

親 親子関係 い 親 排 的行使 認 特 見 い 制 利
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用 い 。 養子縁組 場合 完全 実親 関係 断絶

例え 面会交流 い 柔軟 対応 い う あ 。加え 最近 裁

例 裁 所 行政側 対 易 養子縁組 ン 立 い う求

あ 要 実親 い 過 い い 拙速 過

い いう指摘 あ 。 裁 例以 養子縁組 抑制的 い い

う 情 あ 承知 い 。     養子縁組 要保護児童 対応 方法 選択肢 一 あ いう視点 必要 あ 。 
○ 特 見 いう制 日本 通養子 う 制 い 対応

創設 。 
○ 特 見 例え 虐待児童 い 等 面倒 見 使え い

う 始 あ 。 特 見 い 養子縁組 抑制的

い 頃 易 使わ 傾向 あ 良 い いう議論 あ う あ

。 
○ 親 親 い 養子 い い 身 関係 利 無

決 ッ ン 考え 親代わ い あ 子 利益

いう実質的要件 考慮 方向 考え方 変化 い 。   特 養子 い 必要 いう問題 実親 支援 い

いう問題 あ 。 実親 支援 小 い 問題 生 い 。 
○ 英米 代替養育 わ 親養育 施設 期間 非常 短い。日本 場合

代替養育 及ぶ 多 あ 英米 施設

以 あ 親 以 あ 。代替養育 期間 短

永 的 解決 いう 代以降 英米 流 あ 同 考

え 国連 代替養育 ン 示 い 。 精神 回 児童福祉法 改

一部流 い 。   代替養育 日本 社会的養護 呼 い あ 児童養護施設

乳児院等 施設 親養育 主 あ 。 方 永 的 解決 実親家庭

帰 親族 帰又 養子縁組 あ い 。   日本 代替養育 期間 非常 長い。多 子 歳 社会的養護
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暮 い いう現実 う い いう 議論 ベ あ

い 思 い 。 
○ 永 的 解決 い 実親 戻 親族 主体 養育 い

選択肢 あ parental responsibility guardianship い 類型 あ 。

親 社会的養護 あ 断絶型 特 養子 通養子縁組 中 ン

ョン いう 親族 関わ 保 類型 あ 。日本 多様化 進 い

間遊い い 様々 選択肢 残 あ 中 特 養子縁組

う少 活性化 考え い 。 
○ 日本 児童相談所 永 的 解決 志向 い いう 根付い い い。

永 的 解決 実現 児童相談所 動い い 中 歳以 子

い 特 養子縁組 いう選択肢 い 問題 あ 。   児童相談所 実親 交流 い子 多 い う 子

生涯 わ 家族 保証 い。   う一 類型 歳以降 虐待 ネ 又 親 行方 明

い 情 生 新 社会的養護 入 子 い 。 う 子

歳以前 親養育 い いわ 同 う 生涯 わ 家族 保

証 い い。 う 子 家族 得 大人 い

子 施設 預 い 悪 環 生 。 例え 歳 子

新 特 養子 サ 非常 い 高 齢 子 養子縁組

成立 十 サ 提供 条件 当然 あ 。 
○ 歳未満 施設 社会的養護 間 養子縁組 い う

情 。 
例え 歳 通養子縁組 利用 い 例

う 情 あ 。 
○ 歳未満 施設 い 子 い 児童相談所 養子縁組 あ 検討

背 あ 。 近 特 養子縁組 実親 同意 得

う 同意 非常 時間 。家庭訪問

置い 様々 活動 間 歳 超え う。 
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  歳 う 高 齢 子 い 養育 親 い い

養子縁組 う 人 い い。 歳 超え 養子縁組

方向 考え い あ 児童相談所 あ 機関 探 い い

思う。 
○ 歳以降 新 社会的養護 必要性 生 類型 相当 数 あ 。 
○ 相当 数 あ 。 手元 社会的養護 い 子

人 人 あ 中 実親 交流 い子 人

い あ 。 
○ 仮 法 的 歳以降 特 養子縁組 可能 親 人 探

いう感触 あ 。 
○ い ョンソ ワ い

思う。児童相談所 狭い い 民間 あ 機関 探 い

思う。 
○ 歳 特 養子 迎え 親子関係 い いう 養親

厳 い決断 迫 い 。 
○ 例え 父親 性虐待 い 子 い 父親 親子関係 残

養子 いう あ 得 い い 。要 家族 再統合 あ 得

い 存在 いう あ 。養親 側 考え 実親 関係

残 う 通養子 躊躇 一 理 子 実

親 関係 残 ッ い 思わ 。 
○ 親 実親 特 養子 通養子 遊い 易 同意

あ 親 養育 養子縁組 いい 時 要件 満 い

齢 い いう あ 。 子 利益 特 必要 あ

いう要件 関係 既 通養子縁組 い い 親 十

い い 形 害 あ 。 同意要件 あ いう

養子縁組 いう法的 関係 整え 人遉 い 。 実親 入

暗 金品 要求 い あ 。 う 様々 あ

齢要件 要件 併 議論 中 入 い い。 
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○ 藁 養子 虐待 明 虐待 い 養子縁

組 認 う 良い う 実親 親 濫用 い あ いう

思う。 方 実体要件 無制限 緩和 社会的養護 関心

持 い 方々 い 虐待類型 実親 関係 断

考え 対象 あい い う 感 。特 養子縁組 様々 全

いう問題 あ う あ 。 
○ 虐待 い 色々 類型 あ ネ 心理的虐待 多い。子

永 的 解決 育 い人 期 結び 様々 ソ ワ

必要 。法改 制限 払う場合 立法 動 い

い あ い い あ 理解 い 。   現場 件 件 救う あ あ 理想的 齢要

件 歳 思う。あ 程 制 緩和 あ 機会

い 次 先 う。 
○ 仮 歳以 高 齢 子 対 虐待 い 特 養子 いう選

択肢 残 考え 場合 試験養育期間 要件 い 維持 考え 。

歳 齢要件 緩和 一定期間 監護 い 要件

維持 場合 実質的 歳 歳 程 監護 い 場合

特 養子縁組 想定 う 理解 い 。 
○ 試験養育期間 要件 維持 あ 得 。 半

い 例え 歳 性虐待 あ 親 委 定

関係 作 次 段階 特 養子縁組 申 立 いう段階 踏

あ 得 い 。 場合 歳直前 子 う いう気 。 
○ 必要 試験養育期間 長短 齢 い

場合 現行法 規定 見直 一 改 検討課題 う あ 。 
○ 試験養育期間 程 期間 求 齢 左

いう点 考え 当然 一定 期間 必要 あ 。

歳直前 子 い 児童福祉法 親委 可能 措置延長 わ

歳直前 時期 あ 申立 可能性 あ 思う。 
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○ ン 完全養子 いう断絶型養子 齢要件 歳未満 あ 歳

前 断絶型 い単純養子縁組 い 場合 未成 間又 成

経過 前 あ 断絶型養子 替え いう 組

あ 。日本 通養子 特定 類型 例 特 養子

転換 可能性 認 あ 得 い 。い 特 養子

い面 あ 考え い 。 
○ 先 議論 出 う 実親 関係 い 困 いう需要 あ 。 場

合 例え 未成 通養子縁組 認 特 養子 転換 認

同時 通養子 期間中 実親 関 入 阻 対策 途講

いう あ う。 う 一定 期間 い 最終的 断絶

望 い場合 特 養子 いう制 構想 あ 思わ 。 
○ 養親 養子 関係 う い 様子 見 い い 思う。い

特 養子 ン う 要素 あ う 思う。 
○ 子 立場 通養子 様子 見 次 特 養子 あ

通養子 間 間 良い子 演 特 養子 え

い う 映 い 酷 思え 。 通養子 い 縁 可能性 あ 子

親 縁 う い いう 持 子 時代

過 。養親 側 い 元 立場 戻 可能性 持

親子関係 作 い いう え い親子関係 作 遈筋 適

あ 疑問 あ 。 
○ 逆 元 戻 可能性 い 養親 養子縁組 行う 躊躇 いう

い 。 
○ 多 親委 元 戻 可能性 あ 調 多

発生 い 。子 養親 親 い 元 戻 い

いう 新 関係 大 意味 持 う 思う。 
○ 外国 通養子 日本 厳格 あ 出発点

通養子 遊う い 。 
○ 研究会資料 頁 案 載 い
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原則要件 例外要件 両方 いう案 厚労省 検討会 い 議論 い

う 思う。現行法 齢要件 い 原則 例外 あ 手 的 申立 間

合わ あ 時間 場合 救済 あ 思う

齢要件 場合 原則例外 方 引 案 い 検討

い 。   同 資料 頁 注 齢要件 引 場合 裁 所 審 負

担 増え 可能性 指摘 い 養親子 新 い親子関係 築

裁 所 断 可能 いう点 い 感触 伺い い。 
○ 例外要件 い 監護 開始時期 関 要件 課 う 課 場合

何歳 色々 組合 あ う 思う。   永 的 解決 期 子 確保 いう価値 断 前提 原則

歳又 少 引 程 水準 定 あ 得 い 。

先 議論 出 い う 例え 歳頃 初 社会的養

護 対象 子 対応 必要 あ 何 特 情 あ 場

合 特 養子 認 例外要件 設 い い 思う。 場合

例外要件 監護要件 限 い 選択肢 あ 得 思う。   歳以降 特 養子 必要 人 い い

う 例外要件 定 現時点 見え い。 
○  現場 歳 歳 施設 施設 育 い 目

い あ 。既 歳 い 実親 面会

い 乳児院 来 い 親族 行方 明又 引 い いう

あ 。実 歳 養親候補者 同居 開始 子 あ 意味 選

子 あ 。  
歳 子 認 歳 歳 必要 い 子

認 考え 齢要件 外 い い。同様 歳未満

いう例外要件 い 歳 超え 駄目 思う。 
○ 齢要件 撤廃 い い いう意見 種類あ う 思う。一 歳

歳 基準 齢 超え い 特 養子 認 良い場合 あ いう議論
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う一 歳 虐待 あ 例え 歳 全体 視 入

広 検討 いう議論 あ 。 者 あ 齢 小 い う 良い

いう考え方 捨 いう あ 。   結 的 歳 過 いう 例 歳 過 虐

待 例 方 現実 あ わ 一元的 救済 段階

考慮 救済 いう 差 当 問題状況 あ 思う。 
○ 裁 所 審理 負担 い 単 齢 要件 引 あ 断 対

象 変わ い。 縁組 効 的 う 裁 所 断 い

う う 裁 広い形 断 委 外延 明確 断

裁 所 負担 大 う 感 。 
例え 日 議論 あ う 虐待 念頭 置い 形 制 設計 いう

あ 念頭 置 明確 審理 う 思う。 
○ 現在 特 養子縁組 乳幼児 対象 一定 監護 養育 実績 あ 場合

縁組 効 的 う 推認 働 う 形 断

あ 程 齢 高い子 対象 場合 縁組 効 的

う 非常 多角的 検討 必要 辺 制 設計

い。 
○ 特 養子縁組 認 例外 定 単 特 情 あ

裁 所 対応 い う 仮 特 情 書 例示

必要 あ 。 齢 高い子 特 養子 場合 子 福祉 観点

藁 養子 遊う 目指 あ う 辺

明 裁 所 少 対応 い い 。 
○ 先 話 出 子 良い子 演 う いう問題 齢要件 引 場

合 一般的 問題 い 。 歳 歳 あ 子 当 者意識

試験養育 齢 自 特 養子縁組 申立 渦中 あ

いう 半 う 状況 置 いう う

い 。 問題 試験養育期間 う 考え

う 期間 設定 いう論点 関連 思わ 。 
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○ 歳以降 例え 歳 歳 新 養護児童 社会的養護 入 子

実親 家庭 帰 可能 いう 数 多

い。多い 施設 親家庭 実親家族 交流 い 過 い 子

あ 児童養護施設 約 人 親家庭 約 人い 。 合計

人弱 中 歳 超え 子 何人い いう統計 い 何千人 いう単

い 思わ 。 う 非常 人数 多い 例外 いう 置

齢要件 引 必要 あ 。   齢 場合 子 意見 い 意見表明 保

制 必要 考え い 。特 養子縁組 齢要件 特

養子縁組 いう選択肢 選ぶ 選 い いう子 選択 児童相談所

親 実親 遊う第 者 立場 支え 存在 必須 あ 思う。 
○ 子 意見表明 いう い問題 聞 いわ い い 聞

大 夫 いう い。本音 言え 場所 確保 い 形

う。 
○ 日本 制 十 整 い い いう 課題 あ

。 
○ 現在 歳 超え い 子 特 養子縁組 遈 開 いう発想

歳 い い子 い 将来的 歳 ネッ う

考え い いう 一応区 話 あ 。 歳 前 特 養子縁

組 申立 向 着手 歳 いう 齢要件 ネッ

いう う う一 教え い い。 原則

要件 いう結論 左 う 思う。   養親 ッ ン い いう話 先 出 い

実親 親子関係 適 あ わ 実親 再統合 特 養

子縁組 方 良い 断 い 時間 教え い

い。   実親 交流 い い 実親 交流 現在 社会

的養護 実務 う 行わ い 程 組
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面会 い 交流 い 断 教え い い。 
○ 全国 児童相談所 以 あ 全 永 的 解決 目標 組

い わ い い 児童相談所 実親 関係 保 力

い 。音信 通 中 家庭訪問 施設 連絡 等十 力

連絡 い 所在 い 特 養子縁組 対象

う 思う。 児童相談所 う 力 単 交流 い 言

い あ う。   英米 児童相談所 家庭 帰 向 十 力 reasonable effort
否 裁 問わ 日本 児童相談所 十 力

必要 あ 思う。 
○ reasonable effort 特 養子縁組 断

い 時間 。 
○ あ 児童相談所 長い期間 い い 。本来

短い期間 あ 返信 応答 い 特 養子縁組

突然 実親 応答 あ 同意 い。 いう 大変

結 期 断 い。例え 歳 子 乳児院 入

特 養子縁組 歳 う いう あ 。     点 申立 児童相談所 い いう 議論 関係 あ 。 
○ 実例 紹 捨 子 発見 養子縁組 検討 い

気 入 親 見 本人 親 懐 いう 例

あ 。 人目 親 懐い 施設側 引 慎 い

箇 間 親 施設 通う必要 あ 。 引 時点 子

歳 超え い 。   小 いう 親子関係 作 う 良い いう い

子 い ン え い い。   裁 所 断 児童相談所 あ 団体 裁 所 対 申立

根 情報 根 え あ 裁 所 可能

理解 審 い い。 
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○ 歳 超え 子 い 引 養親 ッ ン

い 以降 ッ ン 成立 場合 特 養子縁組 通

養子縁組 対応 い 。 
○ 通養子縁組 い 説明 い 。 特 養子 いう

あ 養親候補者 う少 声 い。説明 聞 養親候補者 皆 特

養子 自 子 い 考え 。   通養子縁組 場合 あ 親子 関係 築い い わ

最近 養子 い い いう夫婦 減 い ッ ン 労 い 。

間 件程 ッ ン 中 齢 特 養子 利用

い 通養子 いう 件 件程 あ 。 歳 児童相談所 養子

縁組 あ 依頼 あ 相当時間 検討 結

歳 良い養親 見 いう場合 通養子縁

組 。 
○ 福岡 歳以 子 通養子縁組 件程 あ 。全国統計

社会的養護 あ 子 通養子縁組 移行 子 間 件前

あ 。特 養子縁組 い 児童相談所 間 件 あ 実績

あ 民間あ 機関 各都遈府県 あ 数 増え 考え い。 
○ 養親 う 人 数 減 い 加え 質 い 。研修

実施 い 子 育 感覚 問題 あ 可愛 い 一 思

可愛 い いう 子 返 い 言 例 増

え い 。 
○ 外国 齢要件 高い あ 機関 コン 利い い

あ 。日本 あ 機関 地域 差 あ 必 コン 期待

い 齢要件 緩和 い 慎 考え う あ 。 
○ 実親 養育能力 落 一方 育 い いう意欲 あ 人 中 育

親 適 い人 い 。結局 養育 側 人 限 実親

戻 い いう現状 誰 子 育 任 持

いう話 。 
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    子 基準 考え 齢要件 あ 程 緩 考え い 思う。

民間団体 あ 支援 必要 あ 病気 害 持 い 長 あ

い 理 扱い い子 い 。 法 制 作 支援

行わ う い い。 言 い 制 改革

改 線 引 いう場合 子 焦点 当

人 人 必要 子 い あ 可能 限

組 い い。 
○ 原則 歳 例外 歳 厳 少 緩 コン ンサ

得 い 思う 進 対応

う 規 考え い い 。 
○ ッ ン 始 養子縁組 申立 相当期間 いう問題

対策 例外要件 緩 あ 原則 例外 両方 う少 長 ッ

あ 得 う 思う。   方 歳以 ッ ン 始 例 い 特 養子 い 親子

関係 形成 い 多 わ 通養子 あ 子 対

コ ッ ン 一 拒絶 確認 い。 ッ ン

い理 通養子 実親子関係 い いう あ 齢

歳以 あ あ 。 
○ 実親 子 貯金 稼 実親 薬物 使用

実親 関係 方 子 い いう 例 増え

い 。知 利 問題 あ 実親 子 関わ い形 特

養親 子 方 子 福祉 思わ 例

大半 占 い 。 
○ 実親子関係 終了 いう 置 あ 一 理論

歳未満 者 全員特 養子 利用 思う。   特 養子 歳 いう 齢要件 あ 養親子 間 親子

い関係 形成 いう意味 含 い 思わ 考え 維持

あ 歳 程 関係 大 いう議論 思わ 。 
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  齢要件 歳未満 定 案 い 歳以 者 意思 相応 尊

い いう 載 あ 立法趣 関係 う 発

想 。 
○ 歳 あ 断能力 既 い い あ う 家 件手 法 い

本人 意向 聞 い い 定 い 一定 手 地 認

い 。 う 人 特 養子縁組 選択 い いう 問題 い い

う趣 あ 。 
○ 発言 特 養子 いうあ 意味 子 意思 次的 置

制 本人 意思 優先 歳以 子 利用

意味 子 利益 損 う い いう趣 思わ 。 う

歳 扱い いう話 歳以 線

引 いう論点 残 思わ 。 
○ 議論 歳 いう壁 越え 歳 歳 子 い 実親子

同様 関係 構築 可能 わ 具体例 あ う あ 。制

的 問題 払う う 例 増え い いう考え方

あ 得 う 思う。 方 壁 全部 払う いう 理念型

変え 実親子 いう考え方 捨 維持 いう議

論 必要 思わ 。 
○ 議論 整理 一 目 方向性 歳 特 養子縁組 認 う

いう あ 。 歳 児童 あ 彼 永 的 親子関係 築 可

能性 え 必要 あ 加え 現実問題 特 養子 い 養

子縁組 い養親 い 実親子関係 子 利益 思わ

例 あ 踏 え 意見 あ 。 同 方向 考え方 歳 特

養子 広 理論的 あ 得 歳以 子 関 自

養子縁組 い 整合性 考え 一 目 考え方

ョン 歳 いう形 齢要件 定 あ 得 いう意

見 出 い 。   う 目 方向性 実親子関係 いう観点 歳 いう原則要件
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維持 特 養子縁組 断 い人

歳 いう例外要件 歳 伸 あ 得 い いう意見

あ 。 現行法 理念 崩 い う いう方向 意見 思わ 。   最 目 衷的 方向性 現行法 実親子類似 関係 いう理念

残 当初 藁 養子 虐待対応 いう新 類型 出

前提 特 養子 要件 いう あ 。 藁

養子 い 歳 歳 いう現行法 規 維持 虐待対応

例外的要件 付 加え いう あ 。   次回以降 進 方等 い    次回 申立 者 大 実親 同意 撤回制限 中心 議論 。 


